
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  稼動休止資産の減価償却 

Ｑ：不況のあおりを受けて、一部の機械の

運転を休止しています。この機械にかかる減

価償却の取扱いは、どうなりますか？  

 

Ａ：休止期間中に必要な維持補修が行われ、

いつでも稼動できる状態にあるものについて

は、減価償却することが認められます。 

【解説】 

法人や個人事業者が減価償却資産を取得し

た場合には、一旦資産に計上して、事業に供

した後に一定の方法で減価償却をしますが、

事業の用に供していない資産や時の経過によ

り価値が減少しない資産は、減価償却の対象

にならないこととされています。 

ただし、ご質問のように一時的に稼動を休

止している資産については、休止期間中に必

要な維持補修が行われ、かつ、いつでも稼動

できる状態にしておけば、減価償却資産に該

当し、償却ができることとなっています。 

そして、相当期間にわたり休止した場合の

その休止期間における稼動休止資産の償却費

は、製造原価に算入しないことができること

となっています。 

ちなみに、他の場所で使用するために移設

中の固定資産については、移設期間が通常要

する期間と認められる限り、減価償却を継続

することができることとなっています。 
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